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平成１８年度のリコール届出分析の概要について

交通安全環境研究所リコール技術検証部

資料１
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１．リコール届出件数及び対象台数の推移

リコール届出件数及び対象台数の推移（平成１４年度から平成１８年度）

• 平成１８年度のリコール届出件数は、３００件（３０９件・３％減）であり、前年度より９件減少
したが、特殊車の届出が５０件あったことなどにより依然として高水準で推移している。

• 平成１８年度のリコール対象台数は、６，９６８千台（５，６６３千台・２３％増）で、過去最高
の平成１６年度に次ぐ台数であった。

（注）括弧内は前年度の数値又は前年度との増減率を示す。
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２．車種別分析

対象台数 (6,968)

乗用車
(4,845)

貨物車
(1,496)

特殊車
(18)

乗合車
(30)

その他
(40)

二輪車
(539)

(注）かっこ内の数字は台数（千台）

届出件数 (300)

乗用車

(115)

貨物車

(69)

乗合車

(31)

特殊車

(50)

二輪車

(30)

その他

(20)

(注）かっこ内の数字は件数

• 平成１８年度のりコール届出を、車種別に見ると、乗用車（軽乗用車を含む。）は届出件数
１１５件、対象台数４，８４５千台、貨物車（軽貨物車を含む。）は届出件数６９件、対象台数
１，４９６千台であった。両者を併せると、届出件数で６１％、対象台数では９１％を占める。

• 車種別の届出件数を、前年度と比較すると、乗用車は１１５件（１１７件・２％減）、貨物車は
６９件（１００件・３１％減）に、乗合車は３１件（４６件・３３％減）、特殊車は５０件（６６件・２
４％減）と減少し、二輪車は３０件（２４件・２５％増）と増加した。

（注）括弧内は、前年度の数値又は前年度との増減率を示す。
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３．国産・輸入別の分析

• 平成１８年度のリコール届出を、国産車と輸入車別に見ると、

１．国産車については、２０３件（２２７件・１１％減）、６，２９５千台（５，４０７千台・１６％増）で

あり、届出件数は前年度より減少したが、対象台数は増加した。

２．輸入車については、９７件（８２件・１８％増）、６７３千台（２５６千台・１６３％増）であり、届
出件数及び対象台数ともに前年度より増加しており、特に対象台数の増加が著しい。

（注）括弧内の数値は件数 （注）括弧内の数値は台数（千台）

届出件数

国産車（２０３）

輸入車（９７）

対象台数（千台）

国産車（６２９５）

輸入車（６７３）
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４．装置別分析

装置別届出件数（全体）

制動装置 (56)

動力伝達装置 (52)

原動機 (45)

電気装置 (28)
燃料装置 (24)

車枠・車体 (22)

灯火装置 (20)

かじ取装置 (18)

緩衝装置 (18)

乗車装置 (18)

走行装置 (15)

排出ガス発散防止

装置 (7)

その他 (10)

(注）かっこ内の数字は件数

（注）１件の届出で複数の不具合
箇所がある場合があるため、装
置別の総件数と届出件数（３００
件）は一致しない。

• 平成１８年度のリコール届出を、装置別に見ると、制動装置５６件（５０件・１２％増）、動力

伝達装置５２件（６１件・１５％減）、原動機４５件（５３件・１５％減）、電気装置２８件（３５件・

２０％減）、燃料装置２４件（３８件・３７％減）、車枠・車体２２件（１２件・８３％増）、灯火装置

２０件（１９件・５％増）、かじ取り装置１８件（２４件・２５％減）、緩衝装置１８件（２３件・２２％

減）、乗車装置１８件（１１件・６４％増）、走行装置１５件（１６件・６％減）、排出ガス発散防

止装置７件（２件・２５０％増）の順になっている。
（注）括弧内は、前年度の数値又は前年度との増減率を示す。
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５．不具合の発生原因別分析（国産車）

( 27件 12% )

( 161件 69% ) ( 29件 12% )

( 105件 45% )

( 64件 27% )

( 72件 31% ) ( 2件 1% )

( 0件 0% )

( 6件 3% )

不
具
合
発
生
原
因

プログラムミス ( 1件 0% )

総件数
233件

作業員のミス ( 18件 8% )

設計自体
図面等の不備 ( 21件 9% )

評価基準の甘さ ( 83件 36% )

実車相当テストの不十分 ( 7件 3% )

開発評価の不備 ( 22件 9% )

使用環境条件の甘さ ( 13件 6% )

設計 耐久性

部品、材料の特性の不十分 ( 10件 4% )

量産品の品質の見込み違い ( 4件 2% )

性能

8% )

作業工程

製造工程不適切 ( 18件 8% )

マニュアルの不備 ( 9件 3% )

3% )

保守管理の不備 ( 0件 0% )

作業管理不適切 ( 19件

部品・材料
管理の不備 ( 6件

機械設備
保守管理の不備 ( 2件

製造

金具寸法の不適切 ( 0件 0% )

工具・治具

1% )

（注）１件の届出で複数の不具合
箇所がある場合があるため、発
生原因別の総件数と届出件数
は一致しない。

• 平成１８年度の国産車のリコール届出を、不具合の発生原因別に見ると

１．「設計」に係る原因によるものが１６１件（２０２件・２０％減）で全体の６９％（７２％）を占め、「製造」に係
る原因によるものが７２件（７５件・４％減）で全体の３１％（２７％）となっている。

２．「設計」に係る不具合の要因では、「評価基準の甘さ」が全体の３６％（３６％）と最も高くなっている。

• 平成１４年度の割合と比較すると、設計に係るものが５５％から６９％に増加し、製造に係るものが４５％
から３１％と減少している。

（注）括弧内は、前年度の数値又は前年度との増減率を示す。
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６．具体的な届出事例（その１）
～「設計」に係る原因によるもの～

１．届出日

平成１８年５月１６日

２．不具合の状況及びその原因

リヤアクスルシャフトのフランジ部の強度が不足しているため、高速で山間の屈曲路等を繰り返し走行す
ると、フランジの付け根部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が
進行し、最悪の場合、当外部が折損して車輪が外れ、走行できなくなるおそれがある。

３．対象となる車種数及び台数

１車種、１０７，７６７台

8

１．届出日

平成１９年２月２日

２．不具合の状況及びその原因

フロント・サスペンションの製造工程において、組み付け作業が不適切なため、ロアアームとロアアーム
ボールジョイントの組み付けボルトの締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態
で使用を続けると、当該ボルトがゆるみ、最悪の場合、当該ボルトが折損し、走行不能となるおそれがあ
る。

３．対象となる車種数及び台数

５車種、６５，７５６台

７．具体的な届出事例（その２）
～「製造」に係る原因によるもの～

基準不適合発生箇所
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８．生産開始から不具合発生までの期間（国産車）

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1年以下 1年超え　　　　　

2年以下

2年超え　　　　　

3年以下

3年超え　　　　　

4年以下

4年超え　　　　　

5年以下

5年超

期

間

別

件

数

比

率

国産車の生産開始から初報までの期間別の届出件数比率

• 平成１８年度の国産車のリコール届出について、自動車の生産を開始してから、不具合の初
報（注）がメーカー等に寄せられるまでの期間をみると、

１．１年以内のものが３５％で最も多く、５年を超えるものが２６％で次に多い。

２．生産開始から不具合の初報までの平均期間は４２．９ヶ月（前年度３７．１ヶ月）であった。

これを、平成１４年度の平均２７．２ヶ月と比較すると大幅に長くなっている。
（注）リコールに結びつく最初の不具合情報
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９．不具合の初報入手からリコール届出までの期間（国産車）

• 平成１８年度の国産車のリコール届出について、自動車メーカーが不具合の初報を入手し
てからリコール届出をするまでの期間別に整理すると

１．１年を超えるものが４１％であり、最も多い。

２．不具合の初報を入手してからリコール届出までの平均の期間は１６．５ヶ月（前年度２４．
６ヶ月）であり、前年度より短くなっている。一方、平成１４年度の平均９．２ヶ月と比較する
と長くなっている。

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2月以下  2月超え

4月以下

4月超え

6月以下

6月超え

8月以下

 8月超え

10月以下

10月超え

12月以下

12月超え

期

間

別

件

数

比

率

不具合の初報を入手してからリコール届出をするまでの期間別の件数比率（国産車）

1-5



11

１０．リコール対象車の回収状況

• リコール対象車の平均回収率は、平成１９年３月末時点で、

１．平成１８年度に届出にあった案件（届出後の経過期間が１年未満のもの）は、国産車が５

４．６％、輸入車が４０％であった。

２．平成１７年度に届出のあった案件（届出後の経過期間が１年以上２年未満のもの）は、国

産車が７７．３％、輸入車が８４．９％、平成１６年度に届出のあった案件（届出後の経過

期間が２年以上３年未満のもの）は、国産車が７３．５％、輸入車が８８．６％であった。

リコール対象車の平均回収率

届出年度
18
17 77.3% (62.8%) 84.9% (69.4%)
16 73.5% (68.2%) 88.6% (83.8%)
15 89.3% (87.6%) 80.8% (78.0%)

国産車 輸入車

54.6% 40.0%

（注１）各届出年度の平均回収率は、当該年度のリコール届出の対象車のうち、平成１９年３月末までに回収し改善
を実施した車両の総数を、対象車の総数で除した値である。

（注２）（ ）内は、平成１８年３月末時点の平均回収率を示す。
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１１．リコールの日米比較

１．日米のリコールの状況を比較するため、平成１３年から平成１７年までの５年間のリコール

届出について、日米それぞれのリコール対象台数の累計数を平成１７年１２月末の保有台

数で除いた値（以下、「リコール率」という。）を算出した。

２．その結果、日本のリコール率は米国のリコール率の３／４程度となっている。

リコール率の日米比較

（注）対象台数と保有台数の単位は千台である。

国別 件数 対象台数（A） 保有台数（B） リコール率（A/B）

日本 1,186 24,748 79,207 31.2%

米国 2,577 100,204 241,193 41.5%
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